
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平

成

十

九

年

六

月

七

日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ

る
。

一
、
近
年
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
の
事
業
者
数
や
車
両
台
数
の
増
加
に
伴
う
競
争
の
激
化
に
よ
り
、
運
転
者
の
労
働
条
件
や
事
業

者
の
経
営
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
事
業
を
め
ぐ
る
需
給
状
況
を
勘
案
し
た
上
で
、
タ
ク
シ
ー
業
務
の
適
正

化
に
向
け
て
、
現
行
法
上
の
緊
急
調
整
地
域
制
度
を
活
用
し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
総
量
規
制
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。

指
定
地
域
の
要
件
に
つ
い
て
は
利
用
者
及
び
事
業
者
に
分
か
り
や
す
い
基
準
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
重
要
な
指
標
と
な

二
、る

流
し
比
率
等
に
関
し
て
定
期
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
適
時
指
定
地
域
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

ま
た
、
指
定
地
域
に
お
い
て
登
録
を
拒
否
さ
れ
又
は
取
り
消
さ
れ
る
な
ど
し
た
運
転
者
に
よ
る
指
定
地
域
外
で
の
不
適
切

な
業
務
が
横
行
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
是
正
措
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

三
、
指
定
地
域
に
お
け
る
登
録
要
件
で
あ
る
講
習
に
つ
い
て
、
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
適
正
な
実
施
と
厳
正
な
効
果

。

、

、

、

測
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

ま
た

登
録
後
に
つ
い
て
も

タ
ク
シ
ー
事
業
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
応
じ
て

適
時
適
切
な
講
習
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。



四
、
タ
ク
シ
ー
事
故
や
利
用
者
か
ら
の
苦
情
等
が
多
発
し
て
い
る
状
況
を
改
善
し
、
タ
ク
シ
ー
事
業
が
安
全
・
安
心
な
輸
送
サ

ー
ビ
ス
機
関
と
し
て
利
用
者
の
信
頼
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
自
動
車
運
送
事
業
に
対
す
る
指
導
・
監
督
の
強
化
に
必
要
な
自
動

車
運
送
事
業
監
査
担
当
要
員
の
員
数
を
確
保
す
る
こ
と
。

五
、
タ
ク
シ
ー
運
賃
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
健
全
な
経
営
及
び
運
転
者
の
待
遇
改
善
が
輸
送
の
安
全
と
利
用
者
利
便
の
向
上
に

資
す
る
こ
と
か
ら
、
社
会
経
済
情
勢
を
反
映
し
た
適
正
な
人
件
費
、
実
態
価
格
に
基
づ
く
燃
料
油
脂
費
、
車
歴
に
応
じ
た
車

両
修
繕
費
等
を
踏
ま
え
た
査
定
を
行
う
と
と
も
に
、
申
請
に
対
し
て
適
時
適
切
に
改
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

六
、
少
子
高
齢
社
会
の
進
展
に
向
け
て
、
タ
ク
シ
ー
事
業
が
「
総
合
生
活
移
動
産
業
」
に
移
行
す
る
た
め
に
必
要
な
環
境
整
備

に
つ
い
て
、
具
体
的
内
容
、
実
施
時
期
等
を
早
期
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

ま
た
、
今
後
、
需
要
が
増
大
す
る
と
見
込
ま
れ
る
福
祉
輸
送
サ
ー
ビ
ス
及
び
乗
合
タ
ク
シ
ー
等
に
つ
い
て
、
高
齢
者
、
障

害
者
等
の
移
動
制
約
者
が
利
用
し
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
、
財
政
面
も
含
め
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

七
、
近
年
に
お
け
る
地
方
分
権
の
推
進
、
都
市
間
格
差
の
拡
大
に
か
ん
が
み
、
タ
ク
シ
ー
事
業
に
つ
い
て
も
地
域
の
実
情
に
応

じ
た
対
応
が
で
き
る
よ
う
な
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


